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20　人間発達環境学研究科修࢜จ等のࢦಋମ੍について

（平成19４݄１制定）

　本研究科における修士論文及び特定の課についての研究の成Ռ（ҎԼʮ修士論文等ʯͱい͏ɻ）の
指導体制及び提出ํ๏等ԼهのͱおΓͱするɻ

ه
１　修士論文等の提出資格
　　修士論文等Λ提出しよ͏ͱする者，目届·でに授業科目Λ16単位Ҏ্Λ修得している͜ͱɻ
２　修士論文等の指導及び目届
　ᾇ　指導，指導教員３໊（͏ͪओͱͳる指導教員１໊）のෳ数指導体制ͱするɻ
　ᾈ　修士論文等Λ提出する者， １次の６݄·でにʮ研究ܭըの֓要ʯΛ指導教員に提出する

のͱするɻ·た， ２次Ҏ߱（人間発達ઐ１߈履修ίース， １次）に目届Λ提出するに
たͬてʮ研究の進行状گʯΛ指導教員に報ࠂの͏͑，論文等の目についてঝ認Λ得るのͱするɻ

３　修士論文等の提出期ݶ
　修士論文の提出期ݶ， １݄17ͱし， ３か݄前（10݄17）·でに，指導教員のঝ認Λ得て所定
の༷ࣜで論文目Λ提出するのͱするɻ次度の９݄修了予定者，提出期ݶ（７݄17）の３か
݄前（４݄17）·でに，্هの手続きで論文の目Λ提出するのͱするɻ
　たͩし，人間発達ઐ１߈履修ίースの特定の課についての研究の成Ռの提出期ݶ， ２݄15
及び８݄15ͱし，その目の提出期ݶ11݄15及び， ５݄15ͱするɻ

　　ͳお，提出期ݶの͕休業にたるͱき，その次の業ͱするɻ
４　修士論文等の審査
　　修士論文等の審査，指導教員ΛؚΊ，教授１人ΛؚΉ３人の審査ҕ員によΓ行い，審査݁ՌΛ教

授ձに報ࠂするのͱするɻ
５　特例修了者にる修士論文の提出資格定
　　༏れた業績Λ͋͛，１ຢ１６か݄の在学で修士論文Λ提出する者について，指導教員のঝ

認Λ得て，定に必要ͳ修士論文等Λ所定の期（˞）·でに研究科長へ提出するのͱするɻ
の提出͕͋ͬた場合，研究科長定ҕ員ձΛ構成するのͱし，定ҕ員ձ，提出͞れたه্　　

修士論文等に基ͮき，提出資格の༗ແΛ定するɻ
　　定ҕ員ձの構成，֘講１໊࠲，所ଐઐ１໊߈，指導教員１໊，他ઐ２໊߈の５໊ܭͱするɻ
　˞所定の期…修学期間͕１の場合（３݄修了者），10݄17ͱし，１６か݄の場合（９݄修

了者），５݄15ͱするɻͳお，提出期ݶの͕休業にたるͱき，その次の
業ͱするɻ

６　修士論文等のެ։
　ᾇ　学生の所ଐするઐ߈ຢ講࠲で修士論文等の発表ձΛ։࠵するͳͲ，研究成ՌΛެ։し，そのਫ

準のҡ্࣋Λ図るのͱするɻ
　ᾈ　研究科，ຖ度，修士論文等ݸʑの֓要Λ·ͱΊたࢠΛ作Γ，֤ઐ߈ຢ講࠲及び図書ࣨに

備͑て，Ӿཡにڙするのͱするɻ
　　　附　則
　͜の規程，平成27４݄１から施行するɻ
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